別表（第4条関係）

	種目
	基準額
	対象経費

	延長保育事業
	1 保育標準時間認定（1か所あたり年額）
（1）保育所及び認定こども園
　ア　平均対象児童数6人以上の場合
　表1
	平均対象児童数
	1時間延長
	30分延長

	6～9人
	1,342,000円
	300,000円

	10~19人
20～29人
	1,422,000円
1,771,200円
	

	30～39人
	2,120,000円
	

	以上10人ごと加算
	349,200円
	


ただし、事業の開始が年度の途中となる場合及び事業の廃止又は中止が年度の途中となる場合は、表2の額に実施月数を乗じて算定した額とする。

表2
	平均対象児童数
	1時間延長

	6人～9人
	111,900円

	10人～19人
	118,500円

	20人～29人
	147,600円

	30人～39人
	176,700円

	以上10人ごと加算
	29,100円



イ　平均対象児童数5人以下の場合
　1か所当たり　300,000円
（2）事業所内保育事業（定員19人以下）
	
	延長時間区分
	定員19人以下（A型）

	自園調理等
	30分
	276,000円

	
	1時間
	962,000円

	
	2～3時間
	1,210,000円

	
	4～5時間
	3,376,000円

	
	6時間以上
	3,868,000円



2　保育短時間認定（在籍児童1人当たり年額）
（1）保育所及び認定こども園
	延長時間区分
	

	1時間
	18,100円

	2時間
	36,100円

	3時間
	54,200円

	以上10人ごと加算
	29,100円



（2）事業所内保育事業（定員19人以下）
	延長時間区分
	

	1時間
	9,400円

	2時間
	18,700円

	3時間
	28,100円



	延長保育事業の実施に必要な経費

	一時預かり事業
	1　運営費
（1）一般型
　ア　特別利用保育等対象以外の児童（1か所当たり年額）
（ア）基本分
①　保育従事者が保育士又は1日当たり平均利用児童数が概ね3人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研修を修了した者の場合
	年間延べ利用児童数
	基準額

	300人未満
	1,507,000円

	300人以上900人未満
	1,650,000円

	900人以上1,500人未満
	2,970,000円

	1,500人以上2,100人未満
	4,290,000円

	2,100人以上2,700人未満
	5,610,000円

	2,700人以上3,300人未満
	6,930,000円

	3,300人以上3,900人未満
	8,250,000円

	3,900人以上
	9,570,000円


※特別利用保育等対象児童を除く

　②　①以外（地域密着Ⅱ型の経過措置を含む。）の場合
	年間延べ利用児童数
	基準額

	300人未満
	1,345,000円

	300人以上900人未満
	1,580,000円

	900人以上1,500人未満
	2,840,000円

	1,500人以上2,100人未満
	4,100,000円

	2,100人以上2,700人未満
	5,360,000円

	2,700人以上3,300人未満
	6,620,000円

	3,300人以上3,900人未満
	7,880,000円

	3,900人以上
	9,140,000円


※特別利用保育等対象児童を除く
（イ）基幹型施設加算　1,020,000円
イ　特別利用保育等対象児童（児童1人当たり日額）
　（子ども・子育て支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育の提供を受ける児童及び第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育の提供を受ける児童。）
（1） 平日分　400円
（2） 長期休業日（8時間未満）400円
（3） 長期休業日（8時間以上）800円
（4） 休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用）800円
（5） 長時間加算
((ア)(イ)については4時間（又は特別利用保育等として提供される時間との合計が8時間）、（ウ）（エ）については8時間を超えた利用)
・超えた利用時間が2時間未満　100円
・超えた利用時間が2時間以上3時間未満　200円
・超えた利用時間が3時間以上　300円
ウ　緊急一時預かり対象児童（児童1人当たり日額）4,300円

（2）幼稚園型（児童1人当たり日額）
　ア　在籍園児分
（ア）基本分（平日の教育時間前後や長期休業日の利用）
Ⅰ　年間延べ利用児童数2,000人超の施設
①　平日　400円
②　長期休業日（8時間未満）　400円
③　長期休業日（8時間以上）　800円
　　Ⅱ　年間延べ利用児童数が2,000人以下の施設
　　　　①　平日(1,600,000円÷年間延べ利用児童数)－400円（10円未満切り捨て）
②　長期休業日（8時間未満）400円
　　　　③　長期休業日（8時間以上）800円
　（イ）休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用800円
　（ウ）長時間加算
　　　（（ア）Ⅰ①②及び（ア）Ⅱ①②については4時間（又は教育時間との合計が8時間）、（ア）Ⅰ③、（ア）Ⅱ③及び（イ）については8時間を超えた利用）
　　　　・超えた利用時間が2時間未満　100円
　　　　・超えた利用時間が2時間以上3時間未満　200円
　　　　・超えた利用時間が3時間以上　300円
イ　在籍園児以外の児童分
　（ア）基本分　800円
　（イ）長時間加算（8時間を超えた利用）
　　　　・超えた利用時間が2時間未満　100円
　　　　・超えた利用時間が2時間以上3時間未満　200円
　　　　・超えた利用時間が3時間以上　300円
　※公費支援の総額（1か所当たり年額）は、9,570,000円を上限額とする。（なお、待機児童の受け入れ促進に資する措置（ア（ア）Ⅰ③、ア（ア）Ⅱ③、ア（ウ）及びイ（イ）に係る基準額）を適用したことにより、9,570,000円を超えた場合は、この限りではない。
（3）余裕活用型（児童1人当たり日額）2,200円
（4）居宅訪問型（児童1人当たり日額）
　　ア　イの緊急一時預かり対象児童以外の児童
　　　　利用時間4時間以上　8,600円
　　　　利用時間4時間未満　4,300円
　　イ　緊急一時預かり対象児童
　　　　利用時間4時間以上　11,000円
　　　　利用時間4時間未満　5,500円
2　開設準備経費（1か所当たり年額）
（1）改修費等　4,000,000円
（2）礼金及び賃貸料（開設前月分）600,000円
　　※（1）、（2）とも当該年度中に支払われたものに限る。
　　※（1）は一般型に限る。

	一時預かり事業の実施に必要な経費

	多様な事業者の参入促進・能力活用事業

	1　認定こども園特別支援教育・保育経費
（1）対象障害児が2人以上在籍する施設
補助単価　65,300円　（児童1人当たり月額）
（2）対象障害児が1人のみ在籍する施設
補助単価　32,650円　（児童1人当たり月額）
[bookmark: _GoBack]（3）対象施設及び対象児童
	認定こども園の類型
	子どもの支給認定の区分（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第19条第1項各号

	幼保連携型
	学校法人立（学校法人化のための努力をする園（志向園）を含む。）以外
	1号

	幼稚園型







	幼稚園部分が（学校法人化のための努力をする園（志向園）を含む。）
	並列型

	2号及び3号

	
	
	接続型

	3号

	
	上記以外
	単独型
	1号及び2号

	
	
	並列型・接続型
	1号～3号

	保育所型
	1号

	地方裁量型
	1号～3号



	多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施に必要な経費


	病児保育事業（特定分・事業費）
	1　病児対応型
（1）普及定着促進費（開設準備経費）
　　ア　改修費等　1か所当たり　4,000,000円
	病児保育事業の実施に必要な経費







